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種　類 面　積
建築物の
容積率

建築物の
建蔽率

外壁の後退
距離の限度

建築物の
敷地面積の
最低限度

建築物
の高さの
限　度

その他
及び

備　考

第 一 種 低 層
住居専用地域 約 87 ha 10/10以下 6/10以下

小 計 約 87 ha

第 二 種 低 層
住居専用地域

第一種中高層 約 41 ha 15/10以下 6/10以下
住居専用地域

約 342 ha 20/10以下 6/10以下

小 計 約 383 ha

第二種中高層
住居専用地域

第 一 種
住 居 地 域

第 二 種
住 居 地 域

約 1.6 ha 40/10以下 8/10以下

合 計 約 729 ha 100.0%

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」

【理由】

名古屋都市計画用途地域の変更 （豊明市決定）

都市計画用途地域を次のように変更する。

- - 10m 12.0%

- - - - - -

- - - 52.5%

- - - - - -

17.0%約 124 ha 20/10以下 6/10以下

約 41 ha 20/10以下 6/10以下

- - -

5.7%

- -

準 住 居 地 域 - - -

-

田園住居地域 - - - -

近隣商業地域 約 32 ha 20/10以下 8/10以下 - - 4.4%

商 業 地 域
- - - 0.2%

準 工 業 地 域 約 60 - -

- -

8.2%6/10以下 -

-

ha 20/10以下

- -

　土地区画整理事業による計画的な住居系市街地の形成、将来的な土地利用計画及び周辺の土地利用の状況等
を総合的に勘案し、適切な用途地域を定めるものである。

工 業 地 域

工業専用地域

-

- - - -

--





（変更前）

 第一種低層住居専用地域 容積率：50% 建蔽率：30%    19.1 ha

（変更後）（間米南部地区に限る。）

 第一種低層住居専用地域 容積率：100% 建蔽率：60%     約 3.2 ha

 第一種中高層住居専用地域 容積率：200% 建蔽率：60%   約 12.7 ha

 第一種住居地域 容積率：200% 建蔽率：60%        約 3.2 ha

・豊明市の用途地域の増減

 第一種低層住居専用地域 容積率：50% 建蔽率：30%  19.1 ha ⇒   -   ha 

 第一種低層住居専用地域 容積率：100% 建蔽率：60%   84.1 ha ⇒ 87.3 ha

                                 ⇒ 約 87 ha

 第一種中高層住居専用地域 容積率：200% 建蔽率：60% 329.08 ha ⇒ 341.83 ha

                                                                                                                            ⇒ 約 342 ha

 第一種住居地域 容積率：200% 建蔽率：60% 120.67 ha ⇒ 123.83 ha

                            ⇒ 約 124 ha




